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内閣官房長官決裁

１．趣旨

原子力委員会は、時代に応じてその役割は見直され変遷してきた。この度

の東京電力福島第一原子力発電所事故により原子力をめぐる環境が大きく変

化したことを踏まえ、原子力委員会の役割も再び見直しが求められている。

このため、原子力委員会の在り方の見直しに向けて、優れた識見を有する者

から意見を聞くことを目的として、原子力委員会の在り方見直しのための有

識者会議（以下、「会議」という。）を開催する。

２．構成

（１）会議は、原子力政策を担当する国務大臣が指名する行政組織、国際関係、

エネルギー、原子力等に関する有識者により構成し、同大臣の下に開催す

る。

（２）原子力政策を担当する国務大臣は、会議を構成する者の中から、会議の

座長を依頼する。

（３）座長は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

３．その他

会議の庶務及び運営に必要な事項は、関係行政機関の協力を得て、内閣官

房において処理する。
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